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議案第６８号概要資料 

高浜市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の制定について 

 

１ 制定の背景 

・平成 29 年地方自治法改正は、住民訴訟制度について「長や職員の萎縮効果を低減させるため、軽過失の場合における損害賠償責任の

長や職員個人への追及のあり方を見直すことが必要」とする第３１次地方制度調査会答申（平成２８年３月）をうけ、過酷な個人責任や職務

遂行上の萎縮効果等の問題を解決するため、条例によって軽過失のときの職員等の賠償責任額を制限できるよう法改正した（現在の地方

自治法第２４３条の２の７第１項）。 

・本条例案は、平成 29 年地方自治法改正の趣旨を受けて、高浜市における職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例を制定する

ものである。 

・市は、過去 10 年間、愛知県内の市町村としては最も多く住民訴訟が提起されているが（県・市町村課の令和６年４月調査時点）、判決さ

れた全ての事件で勝訴しており（令和 6 年９月時点）、市の財務会計行為が適法であることが、司法によって明らかにされている。 

・一方、財務会計行為の裁量判断などは、裁判所の事後的な法的評価として適法性が示されるため、事前の予測が困難なものがあり、上記

の状況のもと、職員等に個人では到底支払えない賠償額が発生する可能性が、市の運営上に萎縮効果を生じさせる状況となっている。 

 

２ 制定の概要 

・本条例案は、職員等の市に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、賠償の限度額を基

準給与年額に所定の数を乗じた金額とし、当該額を超える部分について免責するものである。（重過失の場合には免責されず、職員等は全

額の賠償責任を負う。） 

・地方自治法第２４３条の２の７第１項及び地方自治法施行令第１７３条の４は、限度額を条例で定める場合、会社法等の制度設計に倣った

参酌基準（自治令第１７３条の４第１項）を参酌するものとし、参酌基準を参酌した上で、国家公務員等との比較（懲戒により停職となった国

家公務員が最大 1 年間無給となり得ること等）によって定められた従うべき基準（自治令第１７３条の４第２項）の範囲内で、地域の実情に

応じた基準を定めることができるとしている。 

・参酌基準（自治令第１７３条の４第１項）を市に当てはめると、参酌基準によって算出された賠償額では、現実的には個人が到底支払えな

い額が生じる可能性があり（市長の場合、賠償責任の上限額は約９２６４万円。 参考：二人世帯以上の貯蓄額の平均値 190４万円｟令和 5

年度総務省家計調査報告｠）、小規模市として厳しい財政状況下に積極的な行政の執行が必要となる中、市の運営上の萎縮効果の低減とい

う法の趣旨・目的が達せられない。 

・そのため、従うべき基準（自治令第１７３条の４第２項）との間で条例基準を検討したところ、従うべき基準は、国家公務員等の比較（懲戒

による最大停職期間等）をもとに定められていること、最高裁判所の平成２４年各判決（最判平成 24 年 4 月 23 日等）に基づいて適法な

基準として設けられていること、市の職員と国家公務員等の職責は同等に重いと考えられること等に鑑みれば、市長以外の職員について
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は、従うべき基準によって責任限度額を定めるべきである（基準給与年額 1 年分）。 

・市長においては、直接公選制で住民から信任を受け、市の統括代表者等として広い権限を有することに鑑みれば、職員と同じ基準とする

ことは相当でなく、市長の責任限度額は、職員の責任限度基準の 2 倍とすべきである（基準給与年額 2 年分）。 

（本条例案と同じ内容の条例を定める自治体としては、箕面市、高槻市、守口市、香芝市、島本町がある。） 

 

３ 施行日 

 ・公布の日から施行（同日以後の職員等の行為に基づく損害賠償責任について適用） 

 

４ 関係条文 

・地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の７第１項 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７３条の４第１項・第２項 

 

 

 

区分別の賠償責任の限度額 

 

 条例案の限度額 参酌基準の限度額 

基準給与年額に次の数 

を乗じて得た額とする 

基準給与年額に次の数 

を乗じて得た額とする 

市長 ２ ６ 

副市長、教育委員会の教育長若しくは委

員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 

１ ４ 

公平委員会の委員、農業委員会の委員又

は固定資産評価審査委員会の委員 

１ ２ 

上記以外の職員 １ １ 

 

・従うべき基準の限度額：上記の全ての区分について、基準給与年額に 1 を乗じて得た額 

 

※ 「基準給与年額」とは、損害賠償責任の原因となった行為の日を含む会計年度に支給される給与（扶養手当、住居手当、通勤手当、単身

赴任手当等を除く。）の一会計年度当たりの相当額をいう。 
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議案第６９号関係 

高浜市子ども医療費支給条例の一部改正新旧対照表 

 

改         正         後 改         正         前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「子ども」とは、本市の区域内に住所を

有し、１８歳       に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にある者をいう。 

第２条 この条例において「子ども」とは、本市の区域内に住所を

有し、出生の日から、１５歳に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にある者をいう。 

２ 略 ２ 略 

３ この条例において「高校生等」とは、「子ども」のうち１５歳

に達した日以後の最初の３月３１日を経過した者をいう。 

３ この条例において「就学児」とは、「子ども」のうち未就学児

（６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をい

う。）以外の者をいう。 

 ４ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者

は、就学児としない。 

(１) 高浜市障害者医療費支給条例（昭和４８年高浜市条例第３

２号）による受給資格者 

(２) 高浜市母子家庭等医療費の支給に関する条例（昭和５３年

高浜市条例第３２号）による受給資格者 

（受給資格者） （受給資格者） 

第３条 この条例により子ども医療費の支給を受けることができる

者（以下「受給資格者」という。）は、国民健康保険法の被保険

者又は規則で定める法令（以下「社会保険各法」という。）によ

る被扶養者である子どもの保護者であるものとする。ただし、高

校生等が国民健康保険法又は社会保険各法による世帯主、被保険

第３条 この条例により子ども医療費の支給を受けることができる

者（以下「受給資格者」という。）は、国民健康保険法の被保険

者又は規則で定める法令（以下「社会保険各法」という。）によ

る被扶養者である子どもの保護者であるものとする。          
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者又は組合員である場合にあっては、当該高校生等を受給資格者

とする。 

                                                          

         

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者

は、受給資格者としない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者

は、受給資格者としない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) ６歳に達した日以後の最初の３月３１日を経過した者であ

って、高浜市障害者医療費支給条例（昭和４８年高浜市条例

第３２号）又は高浜市母子家庭等医療費の支給に関する条例

（昭和５３年高浜市条例第３２号）により医療費の助成を受

けることができる者又はその保護者 

(２) 就学児のうち高浜市障害者医療費支給条例による受給者で

あるものの保護者 

(３) 高浜市精神障害者医療費支給条例（平成１９年高浜市条例

第１８号）第６条第１項又は第３項に規定する医療費の支給

を受けることができる高校生等又はその保護者 

(３) 就学児のうち高浜市母子家庭等医療費の支給に関する条例

による受給者であるものの保護者 

（支給の範囲） （支給の範囲） 

第４条 市長は、子ども（高校生等を除く。以下この項において同

じ。）の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法

の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医

療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定によ

り国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた

場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に

満たないときは、規則で定める手続に従い、当該子どもの保護者

である受給資格者に対し、その満たない額に相当する額を子ども

医療費（以下「医療費」という。）として支給する。 

第４条 市長は、子ども                                      

      の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法

の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医

療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定によ

り国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた

場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に

満たないときは、規則で定める手続に従い、当該子どもの保護者

である受給資格者に対し、その満たない額に相当する額を子ども

医療費（以下「医療費」という。）として支給する。 

２ 市長は、高校生等の疾病又は負傷について国民健康保険法又は  
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社会保険各法の規定による医療に関する給付（入院に係る療養の

給付に限る。以下この項において同じ。）が行われた場合におい

て、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令

の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付

が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する

費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、受給資格

者に対し、その満たない額に相当する額を医療費として支給す

る。 

３ 前２項の医療に要する費用の額は、健康保険法（大正１１年法

律第７０号）の規定による療養に要する費用の額の算定方式の例

により算定した額（当該法令の規定に基づき、これと異なる算定

方法によることとされている場合においては、その算定方法によ

って算定された額）とする。ただし、現に要した費用の額を超え

ることができない。 

２ 前項  の医療に要する費用の額は、健康保険法（大正１１年法

律第７０号）の規定による療養に要する費用の額の算定方式の例

により算定した額（当該法令の規定に基づき、これと異なる算定

方法によることとされている場合においては、その算定方法によ

って算定された額）とする。ただし、現に要した費用の額を超え

ることができない。 

（子ども医療費受給者証） （子ども医療費受給者証） 

第５条 前条第１項の規定による医療費の支給を受けようとする受

給資格者は、市長に申請し、規則で定めるところにより、同項の

規定による医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療費受給

者証（以下「受給者証」という。）の交付を受けなければならな

い。 

第５条 この条例による医療費の支給を受けようとする        受

給資格者は、市長に申請し、規則で定めるところにより、この条

例  による医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療費受給

者証（以下「受給者証」という。）の交付を受けなければならな

い。 

２ 略 ２ 略 

（支給の方法） （支給の方法） 

第６条 第４条第１項の規定による医療費の支給は、当該医療費を

医療機関等に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理

第６条 市長は、受給者が医療機関等で子どもに係る医療を受けた

場合には、第４条第１項の規定により医療費として当該子どもに
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由があると認めるときは、受給者に対して支給することができ

る。 

係る医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者

が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に

代わり、当該医療機関等に支払うものとする。ただし、市長が特

別の理由があると認めるときは、受給者に対して支給することが

できる。 

２ 略 ２ 略 

３ 第４条第２項の規定による医療費の支給は、当該医療費を受給

資格者に支払うことによって行う。 

 

（支給申請） （支給申請） 

第７条 前条第１項ただし書又は第３項の規定により医療費の支給

を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請

しなければならない。 

第７条 前条第１項ただし書          の規定により医療費の支給

を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請

しなければならない。 
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高浜市子ども医療費支給条例の一部改正について 
１．改正の背景  

子育て支援策の一環として、入院医療費無料化の対象年齢を１８歳年度末まで拡大する。 
  

２．主な改正内容 （高校生等への入院医療費の無料化に係るもの） 

条例 項目 改正内容 

第２条 

 

「子ども」の定義拡大 ・１８歳到達後の最初の３月３１日までの間にある者 

「高校生等」の定義 ・「子ども」のうち、１５歳到達後の最初の３月３１日を経過したもの 

第３条 

 

受給資格者 ・子どもの保護者。ただし、高校生等が国民健康保険法又は社会保険各法による世帯主、

被保険者又は組合員である場合は、当該高校生等とする。 

子ども医療費受給の 

対象外 

下記①②については、公費負担医療を優先するため、子ども医療費受給の対象外とする。 

①６歳到達後の最初の３月３１日を経過した者で、高浜市障害者医療費支給条例又は高

浜市母子家庭等医療費の支給に関する条例により医療費の助成を受けることができ

る者又はその保護者 

②高浜市精神障害者医療費支給条例第６条第１項又は第３項に規定する医療費の支給

を受けることができる高校生等又はその保護者 

第４条 支給の範囲 ・保険適用の医療費（入院）の自己負担分の全額 

第６条 支給方法 ・本人またはその保護者（現金給付） 

第７条 支給申請 ・規則で定めるところにより申請（福祉医療支給申請書等を提出） 
 

３．施行日   

令和７年４月１日  （この条例の規定は、この条例の施行日以後に行われた医療に関する給付について適用し、施行日前に行

われた医療に関する給付については、なお従前の例による。） 

議案第 69 号概要資料 
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議案第７０号関係 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備新旧対照表 

 

改         正         後 改         正         前 

・高浜市職員の給与に関する条例の一部改正 ・高浜市職員の給与に関する条例の一部改正 

第２０条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項

の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号

に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）

は、支給しない。 

第２０条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項

の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号

に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）

は、支給しない。 

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略 

(３) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する

支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を

除く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間

に拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(３) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する

支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を

除く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間

に禁錮 以上の刑に処せられたもの 

(４) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める

処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、

その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上

の刑に処せられたもの 

(４) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める

処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、

その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮 以上

の刑に処せられたもの 

第２０条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとさ

れていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止

めることができる。 

第２０条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとさ

れていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止

めることができる。 

(１) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当

(１) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当
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該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められている

ものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６

編に規定する略式手続によるものを除く。第３項において同

じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

該起訴に係る犯罪について禁錮 以上の刑が定められている

ものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６

編に規定する略式手続によるものを除く。第３項において同

じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(２) 略 (２) 略 

２ 略 ２ 略 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該

当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さ

なければならない。ただし、第３号に該当する場合において、一

時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一

時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りで

ない。 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該

当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さ

なければならない。ただし、第３号に該当する場合において、一

時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一

時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りで

ない。 

(１) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなか

った場合 

(１) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件に関し禁錮 以上の刑に処せられなか

った場合 

(２)及び(３) 略  (２)及び(３) 略 

４～６ 略 ４～６ 略 

  

・高浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一

部改正 

・高浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一

部改正 

（退職報償金支給の制限） （退職報償金支給の制限） 

第６条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対して 第６条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対して
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は支給しない。 は支給しない。 

(１) 拘禁刑以上の刑に処せられた者 (１) 禁錮 以上の刑に処せられた者 

(２)～(５) 略  (２)～(５) 略  

  

・高浜市表彰条例の一部改正 ・高浜市表彰条例の一部改正 

（資格の喪失及び停止） （資格の喪失及び停止） 

第１１条 市政功労者又は市政功労表彰することに決定した者が、

次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。 

第１１条 市政功労者又は市政功労表彰することに決定した者が、

次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。 

(１) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 (１) 禁錮
こ

 以上の刑に処せられたとき。 

(２) 略 (２) 略 

２ 略 ２ 略 

  

・高浜市消防団条例の一部改正 ・高浜市消防団条例の一部改正 

（欠格条項） （欠格条項） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることがで

きない。 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることがで

きない。 

(１) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 (１) 禁錮
こ

 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 

(２) 略 (２) 略 

  

・高浜市個人情報保護法施行条例の一部改正 ・高浜市個人情報保護法施行条例の一部改正 

附 則    附 則 

（経過措置） （経過措置） 
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第３条 略 第３条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

６ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前に

おいて旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項を含む

情報の集合物であって、公文書（高浜市情報公開条例（平成３年

高浜市条例第４８号）第２条第２号に規定する公文書をいう。）

に記録されている特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索す

ることができるように体系的に構成したもの（その全部又は一部

を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施行後に提

供したときは、２年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に処

する。 

(１)～(３) 略 

６ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前に

おいて旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項を含む

情報の集合物であって、公文書（高浜市情報公開条例（平成３年

高浜市条例第４８号）第２条第２号に規定する公文書をいう。）

に記録されている特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索す

ることができるように体系的に構成したもの（その全部又は一部

を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施行後に提

供したときは、２年以下の懲役 又は１００万円以下の罰金に処

する。 

(１)～(３) 略 

７ 前項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得たこの条例の

施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第２条第５号に

規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者

の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以

下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

７ 前項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得たこの条例の

施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第２条第５号に

規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者

の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以

下の懲役 又は５０万円以下の罰金に処する。 
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議案第７１号関係 

高浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正

新旧対照表 

 

改         正         後 改         正         前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 特定個人情報 法第２条第９項に規定する特定個人情報

をいう。 

(２) 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報を

いう。 

(３) 個人番号利用事務実施者 法第２条第１３項に規定する

個人番号利用事務実施者をいう。 

(３) 個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に規定する個

人番号利用事務実施者をいう。 

(４) 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１５項に規

定する情報提供ネットワークシステムをいう。 

(４) 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１４項に規定

する情報提供ネットワークシステムをいう。 

(５)及び(６) 略 (５)及び(６) 略 
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議案第７２号関係 

高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正新旧対照表 

 

改         正         後 改         正         前 

（名称及び位置等） （名称及び位置等） 

第２条 略 第２条 略 

２ 介護予防拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 ２ 介護予防拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

高浜市宅老所「いっぷく」～高浜

市サロン赤窯 

 

       略 

（事業） 

第３条 宅老所においては、次に掲げる事業を行う。この場合にお

いては                  、地域住民の自発

的な活動及び活発な交流が適切になされるよう配慮して行うも

のとする。 

(１)～(３) 略 

２～４ 略 

名称 位置 

高浜市宅老所「じぃ＆ばぁ」 高浜市青木町四丁目７番地１ 

高浜市宅老所「いっぷく」～高浜

市サロン赤窯 
       略 

（事業） 

第３条 宅老所においては、次に掲げる事業を行う。この場合にお

いては、それぞれの宅老所の有する特性に応じ、地域住民の自発

的な活動及び活発な交流が適切になされるよう配慮して行うも

のとする。 

(１)～(３) 略 

２～４ 略  
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吉浜小学校長寿命化改良工事請負契約の変更について 

 

１ 工事請負契約の変更理由 

 吉浜小学校長寿命化改良工事の残工事部分について、資材及び労務単価等の変動が生じたため、高浜市工事請負契約約款

第２６条第１項から４項の規定に基づき、基準日時点(※)の変動前金額と変動後金額との差額のうち、１．５％を超える

部分について、工事請負契約の変更を行うもの。 

※基準日：協議請求のあった日（令和６年９月２日請求） 

 

２ 契約変更金額 

3,190 万 0 千円（変更前：15 億 5,650 万 0 千円 変更後：15 億 8,840 万 0 千円）  

    

(Ａ：3,700 万 0 千円(税抜)、Ｂ：5億 0,700 万 0 千円(税抜) ※端数処理あり) 

３ 主な対象工事 

 ア 北舎１階～２階の内部改修 

 イ 南舎１階～３階の内部改修 

 ウ 南舎北、東、西面の外壁工事 

エ 外構工事 

議案第７３号概要資料 
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